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別紙　１

0 0生　産　施　設　の　面　積　の　合　計

変更前

特定工場における生産施設の面積

生産施設の名称
 面　　積　（㎡）

施 設 番 号 欄 に は 、 セ ― １ か ら は じ ま る 一 連 番 号 を 記 載 す る こ と 。 た だ し 、 法 第 ８ 条 第 １ 項 の
規 定 に よ る 変 更 の 届 出 の 場 合 に は 、 そ の 変 更 に 係 る 施 設 に 対 応 す る 変 更 前 の 施 設 が あ る と き は
当 該 変 更 前 の 施 設 の 届 出 済 の 番 号 を 記 載 し 、 そ の 変 更 に 係 る 施 設 に 対 応 す る 変 更 前 の 施 設 が な
いときは届出済の一連番号の次の番号を新たたに設けてそれを記載すること。

施設番号
増減面積

(㎡)変更後

に 係 る 施 設 の 変 更 後 の 面 積 の み を 記 載 す る こ と 。
法 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 面 積 欄 を 変 更 前 と 変 更 後 に 区 分 し 、 そ の

変 更 に 係 る 施 設 に つ い て の み 記 載 し 、 そ の 施 設 に 対 応 す る 変 更 前 の 施 設 が な い と き は 、 変 更 前

法 第 ７ 条 第 １ 項 又 は 一 部 改 正 法 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 面 積 欄
を 変 更 前 と 変 更 後 に 区 分 し 、 変 更 前 の 欄 に は 全 部 の 施 設 の 面 積 を 記 載 す る と と も に 、 そ の 変 更
に 係 る 施 設 に 対 応 す る 変 更 前 の 施 設 が な い と き は 「 な し 」 と 記 載 し 、 変 更 後 の 欄 に は そ の 変 更

減 少 と 増 加 を 同 時 に 行 う 場 合 は 減 少 面 積 を 表 す 負 の 数 字 と 増 加 面 積 を 表 す 正 の 数 字 の 両 方 を 記

生 産 施 設 の 面 積 の 合 計 の 欄 は 、 変 更 の 届 出 の 場 合 に あ つ て は 、 変 更 前 と 変 更 後 に 区 分 し 、 そ
れ ぞ れ の 欄 に 当 該 特 定 工 場 に お け る 全 生 産 施 設 の 面 積 の 合 計 を 記 載 す る こ と 。

の 欄 に は 「 な し 」 と 記 載 す る こ と 。
増 減 面 積 欄 に は 、 法 第 ７ 条 第 １ 項 、 第 ８ 条 第 １ 項 又 は 一 部 改 正 法 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 変 更 の 届 出 の 場 合 の み 記 載 す る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 変 更 が 面 積 の 増 加 で あ る 場
合 は 増 加 面 積 を 表 す 正 の 数 字 を 、 面 積 の 減 少 で あ る 場 合 は 減 少 面 積 を 表 す 負 の 数 字 を 、 面 積 の


